
鹿茶会議所発第25号

令和7年 3月 19日
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一般社団法人鹿児島黒茶生産協会会長 殿

鹿児島県茶醒鶏翻竃細合理事長 殿
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(公 印 省 略 )

令和7年8月までの「関市・体市」並びに 同員受代金支払しヽ明限」について促目矢D

みだし創引こついて,3月 13日 (ポに開催した茶市場運営委員会において下記の通り

決定しましたので通知しな晩

つきましてlよ 貴贈より会員各位に周知くださるようお願いいたします。

1 令和7年8月までの「開市、体市」について 別添え資料のとおり

2 令和7年 5月、8月の購買代金支払いについて    別添え資料のとおり

以 上
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１
■ 令和7年8月 までの開市、体市について

○は開市、×は休市、△は入荷状況により開市を示す。

29日  : の 日

20日 : の 日

3日 : 、4日 :み り、5日 :こ

6日 :振替休日、10～ 11日 :新茶まつり

21日 の 日

※11日 :山の 日の 日

く閑散期の休開市対応について>
5月 中下旬、6月 中旬～7月 上旬は、茶期の端境期となり入荷量が減少する。このことから、当期

間中は入荷状況を鑑み、卸売業者の判断により、休開市の判断を行いたい。なお、当期間中の休開
市については、卸売業者よりJA(生産者)、 茶商への通知を行う。また、開市予定であっても、天
候不良等により、入荷量が極端に減少する場合も、同様の対応としたい。
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2.5月 (連体中)、 8月 (盆期間)の茶代金支払いについて

下記において、 茶 業務規程第 46条 「支払い期 の特例 1の規定を摘用する^

(1)5月 3日 (土 )、 5月 4日 (日 )の茶代金は、支払い期限を 5月 9日 (金)と する。

(2)8月 9日 (土)の茶代金は、支払け期限を 8月 18日 (月 )と する。
‐―‐―

基代鐘2動壁土閲土五壺 担麹ヒ

(1)補償限度額を超過する茶代金は、取引日15時までの支払いとする。

(2)茶代金の支払いは、15時を厳守する。

■5月 (連体)および8月 (盆前後)の茶代金の支払いスケジュール
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